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新中国建国前後の商業政策と集市貿易
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しはじめに

『中国統計摘要.11991年版によると， 1990年

現在の全国の集市(集貿市場) 1)数は農村部で

59，473，都市部で13，106，合計72，579に達した。

また集市での取引額も農村部で1，330.4億元，都

市部で837.8億元に達し，とりわげ農村における

商品流通機構として重要な役割を果たしている。

農村の集市の数は， Skinnerがかつて四川省の市

場中心地の分布をもとに推計した1900~1948年

の中国農村の市場数58，5552
)を上回っている。改

革・開放政策が開始される直前の農村の集市数

が33，3023
)であったことから考えると，農村集市

は1980年代の改革・開放政策のもとで完全に復

活したといえるだろう。

f中国農村統計年鑑Jl995年版によれば， 1994 

年の集市数は農村部で66，583，都市部で17，880，

合計84，463にまで増加している。また取引額も

農村部で4，412.5億元，都市部でも4，569.1億元

に達し，その数字は全国の小売総額の55.2%を

占め，農村部では61.8%，都市部では50.1%を

占めている。現代中国の商品流通において，ま

た人々の日常生活において集市貿易(集市と総

称されるさまざまな形態の自由市場における商

林 和生

品の取引を，中国では一般に集市貿易という)

が果たす役割はますます大きくなっている。1995

年夏，実地調査を行なう機会を得た河南省の鄭

州市と章義市，また短期間滞在した北京市では，

市街地でも農村でもモダンな小売商屈が数多く

営業しているにもかかわらず，どこでも集市は

主に生鮮食料品を求める買物客でごったがえし，

たいへんな熱気を帯びていた。

ところで中国の経済は，左から右へ，右から

左へと激しく揺れる党・政府の政策の転換によ

り建国以来ずっと翻弄され続げてきた。集市貿

易もまたその例外ではない。例えば1966年に始

まった文化大革命の時期には，集市での自由な

商品取引は「資本主義の民尾」とか「資本主義

の芽を生みだすものJというレッテルが貼られ

て攻撃の対象となり，大部分の集市は閉鎖を余

儀なくされた。ところが経済の改革・開放をは

じめ，すべての面で政策の大転換が決定された

1978年12月の中国共産党第11期中央委員会第3

次中央会議(いわゆる三中全会)のコミュニケ

では f(人民公社員の自留地，家庭副業，)農村

集市貿易は社会主義経済に必要な補充部分で，

何人といえども干渉してはならない」叫という指

示が出され，集市貿易の評価は180度逆転した。

集市貿易に対する党・政府の位置づけは，建国

以来固まぐるしく転換された商業政策によって

何度も逆転し，その度に集市は縮小・閉鎖そし

て再開を余儀なくされてきた。

中央集権的な国家運営をほぽ持続してきた中

国に関しては，集市貿易のみならず経済の諸相

を国家の政策との関わりからマクロにとらえる
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視点が，経済の実態を個々にミクロにとらえる

視点と同様に重要である。近代以前あるいは解

放後の中国において，商業活動の場として集市

貿易が都市や農村で定期市また毎日市として重

要な役割を果たしたことは，すでに多くの研究

によって明らかにされている九しかし集市貿易

が国家の経済あるいは商業政策の変化によって

どの様に変容してきたかについては，わずかに

解放前後から人民公社化の時期にかけての市場

社会の変容を調査した Skinnerの研究があるだ

げである九本稿では国共分裂後，抗日戦争から

国共内戦を経て中華人民共和国を建国するまで

の中国共産党の革命根拠地における高業政策と，

それによって集市貿易がどのように変容してき

たかをたどることにしたい。

革命根拠地で共産党が集市貿易に対してとっ

た「利用，そして改造Jという政策は，中華人

民共和国建国後も現在にいたるまで基本的には

変化していなし=。そのため集市は農民の生活の

便宜を図ることとは無関係に，先に述べたよう

に党の政策の転換のたびに縮小・閉鎖あるいは

再開を余儀なくされてきた。

II.国共分裂後の共産党の商業政策と集市貿易

(1)革命根拠地における公営商業と合作社商

業の発展

中国では「市」制7)が崩壊した唐代中期以降，

民国時代に至るまで農村空間での主たる商品流

通の場は，定期市を主とする様々な形態の集市

にあった。第一次の国共合作が崩壊した1927年

以降，中国共産党は農村に革命根拠地を設け，

労農兵ソビエト政権を樹立して蒋介石の国民党

に対する武装闘争を開始した。 1927年7月の江

西省の省都南昌での武装蜂起の失敗後から1934

年の聞に，時期は前後するが井岡山をはじめ図

1のように，中央根拠地，湘郭西，海豊陸豊，

湘都績など十数カ所に革命根拠地が建設され

た九根拠地のなかには 3カ月で崩壊したものも

あったが，長いものは 4........6年，多くは 1........3 

年の間維持された。しかしこれら革命根拠地の

多くは辺部な山間部や農村部に設けられたため，

400km 
............. ー・』ーー品ー...... 

図1 主な革命根拠地

①.那事象腕根拠地，②.湘都西根拠地，③.湘都綾根拠
地，④.関漸積根拠地，⑤.中央根拠地，⑥⑦左右江根
拠地，③.海南島根拠地

もともと経済が脆弱なうえ，さらに国民党軍の

包囲を受けて経済的に封鎖されていた。そのた

め農民や兵士が必要とする食塩，衣料，薬剤な

ど日用必需品は不足をきたした。革命根拠地の

経済を活性化して武装闘争を支えるために，共

産党は農業，工業生産を積極的に発展させ，ま

た商品の流通を拡大させることにつ，とめた。

商業においては，できるだ砂公営商業を発展

させ，また大規模に合作社商業を発展させると

ともに，さらに私営商業を奨励する政策が採用

された九この政策は中華人民共和国建国後も商

工業政策の基本とされた。農村での私営商業の

主な活動の場は集市で，集市貿易は時には公営

商業と合作社商業と対立しつつも根拠地での物

資の流通を支えた。

公営商業は根拠地のソビエト政府が出資して

創設したもので，公営商庖，商業公司，食糧調

剤局，対外貿易局10)など様々な形態のものがあっ

た。 1928年5月，毛沢東が井岡山を中心に建設

した江西ソピエト(中央根拠地)の茨坪に創設

された「公買処Jと呼ばれた公営商庖が，最も

早く設立された公営商業で，その後他の地域の

ソビエト政府も次々に公営商庖を創設した1九「公
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買処」の商品源は，紅軍が攻略した県域や集鎮

で買付げたり，地下革命組織や私営商人が根拠

地に運搬したり，郷民を動員して国民党支配区

で買付げさせたものである。しかし，人材や資

金に限界があったため根拠地内の物資の流通に

対する影響力は小さかった。中央根拠地での公

営商業の主要な経営範囲は，食塩と綿布などの

重要工業製品の移入と食糧，タングステン鉱石，

樟脳，茶葉の移出，及び根拠地内での食糧の分

配と調整であった12)。公営商業の影響力はそれ自

身は小さかったが，次に述べる合作社商業と併

せて，国民党の経済封鎖を打破して人々の生活

の困難を克服し，一部の「好商J(悪徳商人)に

よる中間搾取を排除し，軍と民間の需要を解決

するうえで，重要な役割を発揮した。

1946年からの解放戦争時期には，解放地域の

急速な拡大と大・中都市の相次ぐ解放に伴って，

公営商業による商業工作の重点は農村から都市

に移された。不完全な統計であるが， 1949年10

月1日の新中国が成立するまでに，全国の公営

商業機構の数は2，000余，そこで働く労働者数は

8万人余に増加していた1九

合作社商業は物資が極端に不足していた革命

根拠地で発展し，公営商業とともに根拠地の物

資の流通に大きく貢献した。合作社は農民と労

働者大衆が資金を集めて組織したもので，消費

合作社，購買合作社.販売合作社，食糧合作社

の4類型があり，消費合作社と食糧合作社が一

般的な形態であった。中国共産党は合作社を通

して商業を指導・管理していった。

1928年に江西ソビエトの茨坪で公営商庖の「公

賓処」とは別に，大衆が資金を出資して設立し

た「公賓処Jが合作社商業の雛形となった。ま

た農民協会は地主，商人，高利貸による搾取に

反対して，各地で消費，販売，信用合作社を組

織した。 1931年11月に中央根拠地を基盤に成立

した中華ソビエト臨時中央社府は「合作社を暫

定的に組織することについての決議jで，ソビ

エト政府は合作社がソビエト区の経済を発展さ

せる主要な方法の一つであり，資本家による搾

取を排斥し，農民と労働者大衆の利益を保障す

る有力な武器であると明確に規定した14)。党は合

作社を発展させるために，r経済政策に関する決

議」のなかで，財政，税政，信貸，商品源など

の面で合作社を支えただけでなく，地主や資本

家から没収した家屋・商底や物資を合作社に引

き渡して営業させた。

消費合作社の主要な業務は，社員が必要とす

る食糧，食用油，食塩，布類，雑貨，薬剤など

を低価格で供給し，同時に農副業の特産品を買

い上げるとともに，農器具の売買も兼営した。

このことは根拠地内の物資の流通を促進させ，

私営商人による中間搾取を押え込む上で大きな

役割を果たした。

食糧合作社は食糧価格の調整，私営商人や富

農による投機・買い占めと価格の用り上げの防

止，郷民の需要を満たすことを目的に組織され

た。その主要な業務は，秋の収穫時期に資金を

集中して農民から市場価格より高く穀物を買付

け，翌年社員の必要に応じて市場価格より低く

社員に売り渡すことであった。食糧合作社は穀

物価格の高騰を押さえ，需給を調整し，投機商

人の介入を阻み，穀物を紅軍や民間へ供給する

うえで非常に大きな役割を果たした。

国民党軍による軍事的・経済的封鎖が強化さ

れるなか，中央根拠地の党と政府は合作社の発

展にさらに力を注いだ。中央根拠地がおかれた

江西，福建両省の17県の1933年9月の統計によ

ると，様々な合作社は合せて1，423社あり，なか

でも消費合作社と食糧合作社の発展が著しく，

社員総数は約50万人に達していたという問。著名

な興国県上社区消費合作社，上杭県才渓郷合作

社はこの時期に組織されたものである。 1933年

8月から1934年2月までの聞に，中央根拠地の

消費合作社の数は417社から1，140社に増加し，

社員の数も82，940人から295，993人に増加した。

また出資金も91，670元から322，525元に増大し

た。食糧合作社も457社から1，071社広，社員は

102，182人から243，904人に増加した。そのほか

のソビエト区の合作社商業も迅速に発展した。

闘漸鞍ソビエト区では， 1934年初めに消費合作

社の出資金は8.3万元，営業額は60万元余りに達
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国前夜には，全国の基層合作社数は22，800社，

社員は1，380万人に達した19)。
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(2) 中央根拠地におげる集市貿易の発展

私営商業は資本主義商業と個人の零細商業を

包括する。また農村の集市は基本的には農民ど

うしが定期的に物資を交換して，互いに有無を

通じあい，余剰と不足を調節する場である。根

拠地の公営商業と合作社商業がまだ未発達な情

況のもとでは，農村における商品琉通は主とし

て私営商業と農村の集市貿易に頼らざるを得な

かった。集市貿易での商品の流通は主に零細な

露庖商や行商人によって支えられていたため，

私営商業に対する党の政策は集市貿易にも大き

な影響を与えた。

抗日戦争時期以前の根拠地の私営商業は，党

の“左"傾路線による経済政策のために好余曲

折の発展を余儀なくされた。“左"傾路線は中小

商人を含めた小資産階級も革命の障壁と規定し

たため， 1927年と1930年には各地の根拠地で商

店の焼き打ち，商人の殺害などの事件が多発し

て商業活動は低迷した20)。一方，郷民の日常生活

上の需要を満たすため，農村の集市と私営商人

に一定の役割を認め，国共内戦時にも後述する

ように革命根拠地内で「対外管制，対内自由J
の政策を実施した。そして法外な手数料を徴収

して市場を支配していた牙行や経紀21)を取り締

まって，集市貿易を発展させた。またソビエト

政府は壇場(集市の地方的呼称)を新設して，

区内の商品流通を活発にし，経済基盤の強化に

努めた。当時，草林壇場，大臨壇場と壬田壇場

が比較的よく知られた壇場であった。

草林壇場叫は江西省遂川県にあり，県内でも比

較的大きな壇場の一つで，遂川県西北部の特産

品の主要な集散地であり，また日用品の中継地

であった。草林壇場にはもともと600戸余の民家

と200家余の商庖があったが，地主・郷紳層明の

過酷な収奪のもとにおかれていた。 1928年1月，

毛沢東は自ら軍隊を率いて遂川県域より草林壇

場へ赴いて，大衆に党の政策を宣伝し，櫨場を

改造するために二つの草命的措置をとった。第

した16)。また湘韓ソビエト区ではこの時期までに

大部分の郷で消費合作社が設立された。さらに

ソビエト区の合作社を組織・指導するうえで，

従来ぱらぱらであった合作社をまとめて，統ー

した指導系統に組織する動きがあらわれた。例

えば中央ソビエト区の消費合作社では， 17の県

総社と 2つの省総社が設立された。 1933年12月

に成立した中央ソビエト区消費合作総社は，合

作社商業の発展に大きな役割を果たした17)。合作

社商業は新中国成立後に供鎗合作社に改編され，

主に農村部の商品流通の発展に大きな役割を果

たすが，供鋪合作社の商業網の拡大によって集

市貿易はその役割をしだいに奪われることにな

る。

中国労農紅軍が長征の末に侠西省北部に到達

した後，この地域の合作社はさらに発展をとげ，

1937年上半期における16県の区級と郷級の消費

合作社は1933年の 4社から142社に，社員は5.7

万人に増加した。抗日戦争時期，根拠地政府は

合作社に対して減税や低金利の貸款など優遇政

策そとり，公営商業は合作社の経営幹部を養成

した結果，合作社は迅速に発展した。 1938年か

ら1939年までの 1年間だけで合作社は20県余り

で設立されて1，280余社に急増した。険甘寧辺境

区では1937年から1941年までの間に，消費合作

社の社員数が57，000人から14万人余りに増加し，

出資金も55，000元から69万元余に増加した1810

1941年，晋察翼辺境区の合作社数は4000余社に

発展し，社員は69万人，出資金は3，000万元に達

した。 1942年以降，共産党と民主政府が「民排

公助」の方針を実行し合作社の新設を援助して

から，大衆が合作社をいっそう積極的に経営し

て，合作社はさらに大きな発展を遂げた。 1944

年には侠甘寧辺境区の80%以上の農民が合作社

に加入し， 1945年には山東根拠地の合作社数が

4，790社，社員数は100万人，資本金も5，600万元

に達した。解放戦争時期，土地改革の進展と相

次ぐ都市の解放にともない，合作社商業は農村

と都市でさらに迅速に発展した。東北解放区で

はあらゆる市，鎮，区，村に合作社が設立され，

省，市，県には連合社が設立された。そして建
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ーは，市場を牛耳る地主・郷紳層を打倒して市

場の支配権を奪取し，同時にすべての徴税機構

を破壊して一切の苛酷な税金とさまざまな雑税

を撤廃した。その上で正常な商業活動の発展を

促進して，根拠地経済の活性化を図ったことで

ある。第二は，中小商人を保護する政策を堅持

して，中小商人の合法的な商業活動を支持する

ことを宣言したことであった。

1928年 1月24日，草林櫨場の境日(毎月一，

四，七のつく日に市が開催された)で，陰暦の

「小年J(この日にかまどの神様を祭る)にあた

る日に，中国工農紅軍はこの櫨場で大衆大会を

開催し，そこで毛沢東は紅軍の中小商人を保護

する政策を宣伝した。大会後に打倒した地主・

郷紳層から取り上げた衣服，豚肉，食用油，塩，

砂精，餅菓子，日用品などの物品を大衆に分配

した。さらに地主・郷紳層が経営権を有してい

た16の大商庖を没収した上で，残り 11の中規模

の商庖と84の零細商庖に対しては，保護政策を

とり，彼らの合法的営業を保証した。その結果，

中小の商人は続々と居舗を新たに開業したり，

道路に直接，板・布・紙を広げて品物をならべ

る露庖の営業を復活させた。こうしてこの壇場

は紅色櫨場として生まれ変わった。草林壇場の

商業活動はしだいに活発になり，周囲百里内外

の農民が皆手に手に農副業商品や特産品を携え

てこの壇場に参集するようになった。さらに江

西省の唐江，営前，寺下などの鎮や，遠くは広

東省，福建省，湖南省，広西省東部からも中小

の商人が多数訪れるようになり，毎月一，四，

七の櫨日には 2万人近い農民や商人が参集した。

こうして草林壇場は地主・郷紳層に牛耳られて

いた状況から，取引が公平でかつ物価も安定し

た紅色市場に生まれ変わり，以前より商業取引

は活発になった。

江西省寧闘県の大隈櫨場は，他の埴とは異な

り，工農民主政府が設立した紅色壇場である判。

もともと寧闘県には櫨場がなく零細なはぎれ屈

と薬庄があるだげで，郷民は不便を感じていた。

そのため，県の党委員会は1928年，大障に紅色

壇場を建設することを決定し，毎月旧暦のニ，

五，八のつく日を櫨日と定めて，準備委員会を

設置して，僅か 1か月で600----700人の売り手を

収容できる棚子(簡単な商品の陳列棚で，屋根

つきの場合もある)を新設した。同年7月16日

に，大隈壇場は正式に開境し，櫨周辺と隣接す

る湖南省から多くの農民が参集した。市場で売

買された商品の種類は非常に多く，豚，鶏，鴨，

魚，牲畜，煙草，酒，食用油，塩など様々であっ

た。

大臨壇場にはさきの草林壇場と比較して，下

記のように二つの新たな特色があった。

(1) 工農民主政府が直接管理，指導する壇場で

ある。大隈赤色壇場では工農民主政府である大

隈区工農兵政府が直接壇場を管理・運営し，櫨

場の商業活動の組織化に責任を持ち，様々な問

題を処理する管理機構を成立させた。区政府は

赤衛隊(警備部隊)を壇場に派遣して巡回させ，

櫨場での正常な取引を守り，敵の破壊揖乱活動

を防止した。また区政府は周辺地域より壇場に

参集する農民と商人に対して宣伝工作を行なう

人員を組織して，共産党が中小商人を保護する

という政策を宣伝した。彼らが根拠地に来て商
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売を行なうことを奨励し，併せて外来の農民と

商人を迫害することを禁止した。その結果，国

民党支配地区から多くの農民と商人が移ってき

た。彼らは茶陵，都民主，遂川などの県から，生

命の危険を官して食塩，布類，西洋薬など根拠

地で不足している物資を大隈壇場にこっそり運

び込み，根拠地の闘争を支援する有力な支えと

なった。

(2) 公有経済が壇場の商業活動に参加した。工

農兵政府は櫨場で公営商庖を直接経営して商業

活動を行なった。革命根拠地で生産された物資

を販売して根拠地運営の資金を獲得すると同時

に，物資を豊富に扱って市場での商品の需給を

調節し，物価の安定を図った。さらに根拠地独

自の通貨安鋳造して櫨場での売買に流通させた。

こうして公有経済は壇場を指導し，また金融を

制御し，物価を安定させ，根拠地の貨幣の信用

を高めた。

中華ソビエト臨時政府の首都となった江西省

瑞金県の県域の北に位置する壬田鎮は比較的大

きな鎮(町)で，革命前は120家前後の商庖が毎

日営業する他に壇場があって，毎月四，九のつ

く日を塩田と売買が行なわれ，毎回一万人をこ

える農民が訪れていた問。市場で取引された商品

の種類は非常に多く，周辺の寧都，石城，子都

の各県のほか，福建省の長汀県，寧化県などか

らもたらされた。しかし壬田壇場の大きな庖舗

は，いずれも地主兼資本家が経営し，中小庖舗

への商品の供給を一手に握って，価格の決定権

も掌握してきた。国民党政府は当地の把頭(労

働ボス)や靖衛団(地主や大商人によって組織

された私兵組織)などを利用して，中小商人や

壇場に参集する郷民から苛酷な税金と過大な負

担金を徴収して，人々を苦しめてきた。

1929年，工農武装暴動が発生して靖衛団は打

倒され， 1930年7月にはソビエト政府が成立し

た。壇場に来た紅軍は三大規律八項注意を厳守

して，中小商業を保護することを宣言した。ソ

ビエト政府は10軒余りの賭博場や鶏片庖を閉鎖

したが，中小商店の営業は保護したので，壇場

に参集する人とそこで売買される商品は非常に

多くなり，定期市はますます盛んになった。当

時塩，布類，西洋薬が不足していたので，ソビ

エト政府は中小商人に会昌県の均門嶺，吉安県

の集下，福建省の長汀県などから商品を仕入れ

ることを奨励し，また国民党支配地区からの商

人の来訪を歓迎した。 1930年から1931年にかけ

て，塩は主に零細商人が福建より天秤棒で担い

で運び，自ら露庖で販売していた。しかし国民

党軍などによる経済封鎖が厳しくなったので，

政府は1932年に消費合作社を組織し，塩，布類，

西洋薬は零細商人に仕入れを奨励するとともに，

合作社の採弁処(仕入れ係)が仕入れた。当時，

区消費合作社は壬田壇場に塩，布類，西洋薬を

販売する三つの庖舗を構え，周辺の郷消費合作

社も壬田壇場に庖舗を設けるなど，合作社商業

は集市貿易を利用してその経営基盤を安定させ

た。根拠地の経済建設と軍民の需要を満足させ

る上で，壬田壇場は積極的な役割を果たした。

(3) 湘関ソビエト区における集市貿易

中国共産党は革命根拠地での物資の供給を確

保するために，当初より公正な取引を行う私営

商業に対しては，彼らを保護する政策をとった。

井岡山に根拠地が建設された時期には，上述し

た毛沢東の演説をうけて湘闘辺境特別委員会は

中小商人を保護する政策を明確に提起した。さ

らに1932年1月には成立したばかりの中華ソビ

エト臨時政府は，ソビエト区の経済的基盤を強

固にして国民党軍の包囲に耐えるため，個人の

工商業への投資を奨励する目的で「工商業投資

暫行条例」を定めた。規定は，私有資本が税金

を納付し法令を遵守する限りにおいて，中華ソ

ビエト共和国内で自由に工商業に投資し経営で

きることを定めた制。1934年 1月に開催された第

二次全国工農代表大会で，毛沢東は党の私営経

済に対する政策を総括し，その中で私営経済の

発展がソピエト区の利益と人民の需要に適って

いることを指摘した27)。そして公営企業の発展と

合作社の大規模な発展，および私営経済の発展

を同時に奨励すべきことを主張した。ただし私

営商業の投機活動に対しては規制と打撃を加え，

-19 -



一--百出;士、，. -←示」、
/ 

/ 風樹 、、 c 
J ・。宣黄¥ !合

!。・\~'"\
....ー:・

10  泊ミ~ 二都 、--'" ‘ 
}永豊 アJC!><， 。繋川、 1
1 ・ 龍安・ /EE  

』 藤田 東限 ，. . ・ E
・白会 ィ' ・jγ .，.-・"""，--.，.，- 泰引

.'建寧 o I 
ノノ 小布 。広昌f o / 〆.、
/ムー +/0口// 賞肢. 赤7]¥・ r 均・小龍 及 、 -6 1 

¥ t専生 仁 、
・蓮塘 o " 泉上 ¥、 。県城

石城 r.f ・帰化、
I興国O. 長勝 。/噌寧化 o j ・主な嘘場
I 長嗣 ・ -。

ノ龍口・ L. 0 胡士川〆 f可最盛期の
〆 J 清流 ノ -ーー'根拠地の1

/江口 壬田 f.f f 範囲
。零都 . .' 羅坊 E

10 瑞金@.uT.r・' ・L 
生ロ イ坪。長汀 、

I韓県 }各 〉 明光
楼子墳i.，".;渠后 。 、、、

'四都。 、、
入 目 !'~射坊

(ィ主 T m bb実・誌南片 1石 附)
宮邑 J 

・古田 .LJ g . ..，.，・ 才 渓・ 一.師. -

¥ 武平 E.2Ja小池 I 
¥、 三 。 上杭。県 zm芙'・0龍岩 / 

、、 ~ ~JI) 池龍門、 。_-s:，・ー 芦豊・ Jノ I 
1‘ 尋郎 /ψT.qV-J-、.ら豊念. 牧市 ・適中 i

戸 A-J-、. i〆'ーー)ζ入、.永定0・i胡雷 ¥ 

、-_¥戸J 仁 、、 l ーー勺.陳東 : ←、.-7 、v 〆・ E

，r- ¥ L下洋

50 100km 、・1 平和ノ

品、、"， 0，/ 

。
』

、
守、、色、ー'"
ー『、-~

r 

図3 中央根拠地の範囲と主な櫨場

- 20-



ソビエト区の法令と政策の遵守を奨励して，ソ

ビエト区内外の商品の流通と経済建設にあたら

せた。ソビエト政府の管理と指導のもとで，私

営商業は商品の流通の拡大，特に国民党と勢力

下にあった地区と交易してソビエト区の経済を

発展させるうえで大きな役割を果たした。

中央根拠地内では土地革命の成功，生産の発

展，農民生活の改善，投機商人への打撃，苛酷

な雑税の廃止などによって，農村の集市貿易は

一時的に活発になった。例えば湘間ソビエト区

東部の福建省地域では，各地区，各郷のそれぞ

れに壇場と呼ばれる定期市が開催される市場が

あった2九長汀県の四都区には四都，楼子壌，渓

后，謝坊の 4つの壇場があり，永定県には吹市，

撫渓，湖雷，九塩排，岐嶺，金豊など，上杭県

には庫豊，豊稔，官庄，古田，白沙，才渓，旧

県，通賢，回龍，龍岩県には雁石，龍門，大池，

小池，連城には歪渓，新泉，廟前などの壇場が

あった。これらの壇場の大部分が紙，煙草，米，

干し竹の子など地元の特産品の集散地であり，

日用品の中継地であった。また龍岩県の龍門櫨

には商屈が70余庖あったように，交通の便に恵

まれた埴には商庖が50~60唐営業し，最も少な

い櫨でも 5~6 庖の商庖が営業していた。壇場

と壇場との聞は，遠くて30~40里(I5~20km) ，

近い場合は 3~5 里(1. 5~2.5km) の距離を隔

てていた。郷民が自己の生産物を販売し，生活

必需品を購入するのに便利なように，工農民主

政府はもともと10日に一塩であった開催日(塩

田)の間隔を 5日にー墳に短縮した。塩日毎

の交易額は数百元から数千元で，櫨に参集する

人数は多い埴では1，000人余，少ない櫨では

400----500人であった。取引された主な商品は，

豚，牛，鶏，鴨，布類，粟，豆類，農具などで

あった。

しかし党中央を指導する王明(陳紹再)の第

三次“左"傾路線は，中間派を革命にとって最

も危険な敵とみなし，建前上は商工業の保護を

強調しながら，実際には労働者の利益のためと

称して過度に高い労働条件を経営者に押しつけ

たり，過重な課税や地主や富農が経営する商工

業の没収を行ない，甚だしきは商人を土豪とみ

なして弾圧したりした問。こうして中央根拠地の

私営商業は労農政府の保護政策にもかかわらず，

実際にはひどい打撃をうけたため，商業活動は

大きく後退し根拠地の物資の流通は窒息してし

まった。さらに国民党軍の 5次にわたる包囲討

伐戦によって軍事的・経済的封鎖が強まる情況

の下で，根拠地の軍需物資と民用物資の供給は

さらに困難をきたすことになった。 1933年8月

から開始された大規模な第5次包囲討伐戦によ

る厳重な経済封鎖によって食糧不足が起こり，

衣料品の供給も逼迫した。とりわげ福建省から

の食塩の不足が最も深刻となった。そして1934

年10月には，紅軍の主力部隊は中央根拠地を放

棄して長征の道につき，中華ソビエト臨時政府

は崩壊した。

III.抗日戦争時期以降の商業政策と集市貿易

(1) r対外管制，対内自由」の政策

「対外管制，対内自由Jの政策ぽ円国民党軍

や日本軍による経済封鎖を打破し，土豪や大商

人による過度な搾取を押さえる目的で，前述し

たように各地のソビエト政府が根拠地の商業活

動を管理し発展させるために採用した政策であ

る。抗日戦争時期にはさらに明確に「対外管制，

対内自由Jの政策が実行された。

「対外管制」とは，民主政府が非占領地域と

国民党支配地域との商業取引を統一的に組織・

調整することである。政府が指定した公営商業

の組織だけが移出入取引を認められ，合作社と

私営商人の移出入取引は主管機関が批准と許可

証を交付して，公営商庖が統一的に組織して行

なった。軍需物資，通信器材，印刷機械，薬品

および根拠地で不足している日用必需品など，

根拠地に必要な物資は，高価格での買付，税の

軽減，免税，価格の補填などの方法で移入を奨

励し，また根拠地で余剰がある特産物は税の軽

減，免税，価格の補填などの方法で移出を奨励

した。基本的に自給可能か代替品でよい必需品

の移入には重い税を課し，賛沢品の輸入は禁止

した。さらに各根拠地では，重要な商品につい
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て特別な管理方法を採用した。非占領地域や国

民党支配地域からの煙草と酒の流入を阻止する

ために，各根拠地は酒・煙草の専売制を実施し

た。例えば山東根拠地では食塩の専売制を実施

し，陳甘寧辺境区では食塩の専売制を実施する

とともに，食塩の販売の統制も実施した。さら

に多くの根拠地では，食糧や綿花，布類，一部

の特産品に対しても，特別の管理方法を実施し

た。物資の管理・統制は敵に対する闘争戦術で

あり，また根拠地の財政収入を確保する目的も

大きかった。

「対内自由」とは，根拠地の政策と法律を道

守する限り，だれにでも根拠地内での自由な商

業活動を保証する政策である。「対内自由」の政

策を貫徹するために，各地の根拠地は以下の措

置をそれぞれの地域の実情に合わせて実施した。

①.勝手に税関を設けて商品の通過税を幾重に

も徴収することを禁止する規定。

②.封建的な牙行，経紀，行会(開業者組合)

などの組織の取り締りと，流通サービスおよ

び連絡機構を新設する規定。

③.税収，借款，商品源などの面で合作社と中

小商人に対して配慮する規定。

④.さまざまな形式の交易会の開催と農村集市

貿易を発展させる規定。

⑤.投機や空売買，欺行覇市など不法行為の排

除と正当な商行為を保護する規定。

「対内自由」の政策の実行によって，根拠地

内では零細商人は土豪の搾取を恐れることなく

安心して商業活動に従事することができ，根拠

地の経済発展と基盤の強化に効果をあげた。

(2) 延安根拠地における集市貿易の発展

抗日戦争時期から国民党との内戦時期におげ

る根拠地内での集市貿易は，激しい戦闘にもか

かわらず，上記の「対外管制，対内自由」の政

策によって発達をとげた。 1935年11月に12，000

kmにおよぶ長征を終えて延安に到着した中国労

農紅軍は，まず延安を首都とする陳甘寧辺区根

拠地の守りを強化するために，根拠地の経済の

再建に取り組んだ。 1936年7月の陶行知，沈欽

儒等 4人の知識人による内戦停止と政策変更を

求めた書簡に答えて，抗日の統一戦線を結成す

るために根拠地内の富農の土地や商人，資本家

の資産を没収しないことを宣言した。

その結果，根拠地内の経済活動は活性化し，

商業も目覚ましく発展を遂げた。例えば，陳西

省延安市郊外の荒溝鎮では， 1938~1940年の 2

年間で長さ 2里(約 1km)の細長い市街地が発

達して，家屋が密集し，街路には商庄が立ち並

ぶようになった刊。この聞に商業資本は10倍に増

加し，商庖数は， 1938年の90家が， 1939年には

149家へ，さらに1940年には320家にまで増加し

た。商業が発達した理由の第ーは，厳しい戦争

下ではあったものの，農村での農副産物生産が

発展して販売すべき余剰生産物が増加したため

で，生産物の販売と必要な物資の購入によって，

集市貿易は日に日に盛んになり，新たな集市の

新設も必要になった。また第二に，解放区では

商税などの税率を引き下げ，商人は経営を安定

させたため，延安の物価水準は西安や蘭州，総

林など他の地方と比べて低くなり，そのため商

業活動が活発になった。そして緩徳分区の各市

鎮では集市が次々に新設され，例えば鵬鎮では

毎月四と九がつく日に集市が開催され，毎回

8，000人前後の郷民が参集した。また石信，米

脂，桃鎮，龍鎮，義和，寮林，坪，辛家溝，定

仙僅，吉鎮などの鎮では，毎月二と七，五と十

あるいはー・四・六・九の日というように 2~3

日毎 5日毎に集市が開催されて，これらの集

市で取引された金額は大きく増加した。

また定期的に開催される集市のほかに，多く

の市鎮では，螺馬大会32)が計画的に組織され，そ

れらはいずれも空前の盛況のうちに開催された。

例えば1943年11月に開催された延安市の螺馬大

会では， 3"""" 5群の馬が市場内を引回されてせ

りにかけられた。ラパや馬など家畜の 1日の交

易額は240万元以上に達した。塩業，土産，南昌

の公司と南区合作社や多くの私営商人が螺馬大

会に参集して商品を販売し，商売のかけひきの

声は熱気を帯びたものとなった。塩業，土産，

南昌の三公司の 1日の営業額は240万元に遣し
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た。また1943年旧暦9月に開催された定辺の螺

馬大会には，毎日15，000人以上が参集し，特に

モンゴル族の参加が多かった。さらに1942年旧

暦 4月28日に始まり 5月7日に終了した臨東の

螺馬大会には，数多くの商人が参集してさまざ

まな商品が販売され，集市は非常に繁盛した。

取引額が最も多かったのは牛，馬，牒馬等の家

畜で，期間中に5，000匹以上が取引されたが，大

部分は外地の客商(主として遠距離商業を営む

大商人)によって購入された。

集市貿易と各地で開催された!膜馬大会は根拠

地や新たに解放された地域の農村の経済発展を

支え，抗日戦争を継続するための基盤を強化す

る上で，重要な役割を果たした。このことが中

華人民共和国成立後弘前近代的な商品流通機

構である集市貿易が，党・政府により存続と一

定の発展を認められた理由の一つである。

IV.晋翼魯帯革命根拠地における集市貿易

の発展

(1) 抗日戦争時期の集市貿易

最後に抗日戦争および解放戦争時期の集市貿

易の事例として， 1937年11月に山西，河北，山

東，河南，江蘇の五省の境界地帯に建設され，

華北の抗日遊撃戦争の拠点となった晋翼魯諜革

命根拠地における集市貿易の状況をとりあげ

る問。抗日戦争前，晋葉魯議革命根拠地には47の

都市と980の大小の集鎮があったが，抗日戦争中

には大部分の城鎮が日本軍に占領され，共産党

が確保していたのは僅か3つの都市と383の集鎮

にすぎなかった34)。

抗日戦争初期の1930年代後半，晋糞魯謀革命

根拠地では軍事的には日本軍が圧倒的に優勢で，

頻繁に戦闘があり，日本軍の占領地域は拡大し

ていった。そのため，敵に集市貿易を利用され

るのを妨げるため，他の根拠地とは異なり，集

市の発展や新設を行なわず，逆に集市の閉鎖・

合併や，大集から小集へ開催規模の縮小を実行

し，さらに敵の占領地区(論陥区)に隣接して

敵に利用される危険がある小集市は閉鎖した。

この結果，この時期の集市の数は抗日戦争前と

比較して10~20%前後減少し，集市貿易は停滞

した35)。

日本軍や健儲政権の軍隊が絶えず根拠地を掃

討して蚕食を続けていたため，主力部隊が駐屯

する地区を除いた遊撃区では，全般に敵軍が圧

倒的に優勢で，共産党軍は劣勢であった。これ

らの地区では集市の開催規模を縮小するか閉鎖

する政策を党はとった。なぜなら集市での売買

において，郷民は地主や土豪層の威嚇と健儲政

権による各種の苛酷な徴税，一部の暴利を貧る

商人の中間搾取を受けていたからである。当時，

根拠地での商品の流通を促進するために，郷民

の需要に応じてさまざまな形態の合作社を設立

し，同種の商品の需要をもっ人々を組織して共

同で買入と販売を行って，投機的商人の介入を

防止する方法が採用された。そして根拠地の手

工業の原材料の買付と製品の販売を支援し，ま

た人々が商工業により利益を得て自立すること

を援助して，一部の商人による搾取を阻止した。

この工作は軍事情勢が厳しかったため，漢好・

特務の注意を避けて隠密裏に実行された。その

ため遊撃区で設立された運錦(輸送消費)合作

社は，敵の監視や妨害を避けるたに，一種の集

市貿易の形態を装って運営された36)。

集市での取引を仲介する者は，牙行や経紀あ

るいは斗行と呼ばれた。根拠地民主政府が成立

する以前は，彼らを行会(同業者組合)が管理

していた。牙行に任命された人の大多数はぶら

ぶら遊んで仕事をしない人々で，その中には土

地のごろつきや無頼漢が少なからず含まれてい

たという。かれらは集市貿易を牛耳り，法外な

行用(仲介費)を収取する外に，投機・空売買

を行ったり，大斗で入れて小斗で出すなど，詐

欺・ベテン行為を行って集市で売買を行う人々

から搾取していた37)。民主政府の成立後，すぐに

牙行に対する管理工作を実施し，さらに1941年

には「晋糞譲辺区取締牙行弁法」を公布して，

法外な仲介費の徴収を禁止し，不法行為を行っ

ていた牙行を撤廃し，新たに交易員を置いて牙

行の業務を行なわせた38)。

1942年末，抗日戦争の形勢が共産党側に好転
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した状況を機に，根拠地の経済を発達させて郷

民の要求を満足するために，工商管理局は集市

貿易を再び復活・発展させ，併せて集市を管理

する法規，条例の整備を進めた問。「葉魯諌辺区

管理集市暫行弁法」は，この時期に公布された

ものである。辺沿区では，敵による掠奪と騒乱

を防止するため，工商管理所は民兵を配置して

武装工作隊を組織し，集市の防衛にあたらせた。

また集市の整理整頓を進め，扱う物資の種類に

応じて食糧，家畜，木材，中古衣料，競菜など

の専門市場を次々に設立した州。

1943年，糞魯諌行署は「糞魯議辺区管理集市

暫行弁法」を廃止して，新たに「糞魯譲区集市

交易所暫行弁法Jを公布した4九新しい弁法によ

ると，集市に交易所を正式に設立して，集市交

易員を管理する責任を負わせた。交易員は交易

所主任の推薦にもとづいて県工商管理局が選任

した。集市貿易での仲介費は，食糧，綿花，布

類については交易額の 5%，牲畜は交易額の 1%
と規定され，それぞれの仲介費は土布(家内副

業で生産された布類)については買い手が納付

する以外は，等しく売り手が納付すると規定さ

れた。納付された仲介費の70%はさまざまな業

務に就いている人員(司帳員，管理員，交易員

を包括)に分配された。集市での取引は，売手

と買手の双方が自由にかけひきを行い，交易員

が強引に売買を成立させてはならなかった。交

易所が成立してから，人々の取引はますます便

利になり，物価を安定させ，公正な売買で，市

場は繁盛して，辺沿区の日本軍に対する経済闘

争を強化するうえで積極的役割を果たした。

(2) 解放戦争時期の集市貿易と商業政策の

変化

解放戦争時期になると，根拠地の範囲がどん

どん拡大し，また強固になるに従い，根拠地の

経済は日毎に発達し，集市貿易はますます盛ん

になった。1946年 8月には，全区の集市数は1，008

に達し，抗日戦争期間と比較して数が1/3増加し

た叫。大集の市日には，市場に参集する人数は多

い日には数万人に達するようになった。集市の

繁栄ぶりは，根拠地の人々の生活水準が改善さ

れたことを示している。同時に，伝統的な山会，

廟会などの市も復活し，しだいに賑やかにかつ

大規模に開催されるようになった。

1948年，解放戦争の形勢は大きく変化し，解

放区は日に日に拡大し，区内の商工業も日ごと

に発展し，また物価も安定してきた。集市貿易

をさらに便利にし，また解放区の商業の自由を

保障するために，晋翼魯譲，晋察糞両辺沿区政

府は連合で訓令を発して，集市交易所を廃止し

て，解放区内のすべての集市で一律に自由な取

引を許可し，個人に集市で行桟(倉庫業兼仲買

業)を営業することを許可した刷。売手と買手の

双方が交易員や行桟を通して取引を成立させた

場合には，法に従って仲介費を納入するが，交

易員や行桟を通さずに直接に取引を成立させた

場合には，一般に仲介費を納入しなくてもよかっ

た。比較的大きな集市では，所在地の政府ある

いは工商管理機闘が商人の代表を招轄して集市

管理委員会を紅識させ，政府の工商管理部門の

指導のもとで，集市の管理，牙紀の管理，いざ

こざの調停，交易手続費などの徴収の業務を担

当させた。集市交易員(牙紀)は必ず管理委員

会に登記しなげればならず，鑑札を交付されて，

はじめて集市での取引を仲介できた。

集市貿易を管理・指導する交易所が廃止され

た後は，取引の規制がなくなって郷民に若干の

取引上の便宜と売手買手双方の自由をもたらし

た。しかし集市管理委員会が積極的に集市での

取引の指導を行なわなかったために，市場の組

織的運営がなされず，かえって市場に無組織か

っ無政府状態が形成され，再び投機商人につけ

いる機会を与えてしまった。彼らの投機のやり

方は非常に巧妙で，物価を勝手に操作して，騒

動を引き起こし，暴利を貧って，人心に不安を

あおり，零細な生産者や公正な商人の利益に損

害を与え，政府の工商政策に対する重大な違反

行為を行った。このような状況を改めるため，

葉魯議行署工商処，貿易公司は河北人民政府の

指示に従って， 1949年 5月に指示を発出して，

各地の食糧，食用油，綿の交易所の回復を指示
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して，集市を管理する業務を再度担当させた。

1949年7月，実魯諜行署はまた正式に訓令を

出して，交易所の回復を指示し，もとの交易所

の職員に交易所での業務を再開させた。復活し

た交易所は，集市の主要な商品の取引を管理し，

また個人経営の行桟を行政的に指導した。個人

経営の行桟が投機や政府の法令に違反した行為

を行なった場合には，それらの行為を監督しま

た制止した。交易所が復活された後は，集市で

の取引は秩序と安定を回復し，騰貴した物価も

また沈静するようになった。

V.建国後の商業政策ー結びにかえてー

1949年10月1日，毛沢東は天安門上で中華人

民共和国の成立を宣言した。新中国の成立に先

立つ 3月に，中国共産党は河北省平山県西柏披

村で第七期中央委員会第二回総会を開催し，新

政権の経済に関する方針と政策が重点的に討議

された州。討議の結果，都市・農村の個人経営の

資本主義的経済に対しては，かなり長期間にわ

たりその積極性をできる限り利用して国民経済

の発展に利するようにするが，同時にその活動

範囲，租税政策，市場価格，労働条件などの面

で適切な制限政策をとって，国家の経済計画の

軌道に沿って存続，発展させることが採択され

た。さらに 9月21日に開催された中国人民政治

協商会議第 1回全体会議では，臨時憲法ともい

うべき「中国人民政治協商会議共同綱領」が採

択された。その中で私営工商業に対しては，r (国

営経済，合作社経済，農民および手工業者の個

人経営経済，私的資本主義経済および国家資本

主義経済など)各種社会経済の要素を国営経済

の指導のもとに，分業，協業し，おのおのその

長所を伸ばし，もって社会経済全体の発展を促

進する。Jr必要なまた可能な条件のもとで，私

的資本を国家社会主義(国家と個人が合作する

形態)の方向に発展するように奨励しなければ

ならない。Jとその活動に一定の制限が課され

た。この私営工商業に対する政策は，私営工商

業を利用しつつ，しだいに統制を強化し，社会

主義的改造に向けて歩を進めるという「利用，

制限，改造」という表現で後に定式化された。

農村における私営商業の主たる活動の場であっ

た集市も，抗日戦争時や解放戦争時と同様に圏

内経済の復興に利用するために，建国当初はそ

の存在と役割を認められたのである。

その後，私営商工業の社会主義改造が進み，

国営商業と供鋪合作社が圏内の商業や流通の大

部分を掌握するに従い，農村の集市貿易に対す

る国家の管理・制限が強められていった。そし

て農産物の統一買付政策の実施によって，商品

源の大部分を奪われて衰退の一途をたどること

になる。そして1958年からの「大躍進」の時期

には，農業の集団化を徹底するために集市は基

本的に全て閉鎖されてしまった。

新中国建国後から現代に至る党・政府の商業

政策の変化と集市貿易の変容については，稿を

改めて論じることにしたい。

u主〕
1)もともとは清代の華北の農村や小都市で開催さ

れる定期市の呼称であった[加藤繁(1936):清代

に於りる村鎮の定期市，東洋学報23-2が，現在で

は定期市も含めて，農村や都市で開催されている

さまざまな形態の自由市場の総称として用いられ

ている。

2) Skinner， G. W. (1965) ‘Marketing and 

Social Structure in Rural China'， Part 2， The 

Journal 01 Asian Studies， 24-2， (今井・中村他

訳『中国農村の市場・社会構造J.法律文化社.1979

年.101-106頁)。後に， Skinnerはこの推計値を

多すぎるとして，他の地域の一次資料を利用して

試算しなおし.1890年代の中心地の数を約39，000

に修正している [Skinner，G. W. (1977) : Cities 

and the Hierarchy of Local Systems， in Skin-

ner， G. W. (ed) : The City in Late Inperial 

China (今井清一訳『中国王朝末期の都市J.晃洋

書房. 1989年， 63-64頁)参照]。しかし，この数

値はあくまで中心地の数に限定され， Skinnerの

standard market townの下位に，広範に分布し

ていた minormarket=greenvegetable market 

(菜市)を加えると市場の数は1965年の推計に近

くなると考えられる。
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3 )国家統計局(1991): r中国統計摘要J1991年

版， 94頁。文化大革命の時期には，公式には集市

は完全に閉鎖されたことになっているが，実際に

はかなり多くの集市がなお根強く開催されてい

た。それだけ集市貿易は農民の生活にとってきわ

めて重要な存在であったのである。

4)中国共産党第十一期中央委員会第三回総会コ

ミュニケ(柳随年，呉群敢編『中国社会主義経済

略史 1949-1989J北京周報社， 1986，所収)668 

頁。

5 )集市については，加藤繁(1926):唐宋の草市に

ついて，史学雑誌 37-1，[加藤繁(1952): r支那

経済史考証(上)j，東洋文庫， 380-386頁所収]

を鳴矢に東洋史学や地理学の分野で研究業績の相

当の蓄積がある。詳しくは，石原潤(1980):華中

東部における明・清・民国時代の伝統的市につい

て，人文地理 32-3，1-21頁，および拙稿(1980): 

明清時代，康東の極と市，史林 63-1，69-105 
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